
山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
七
百
七
十
一
号　
　

平
成
三
十
年
三
月
一
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日　

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年　

一
七
、二
八
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

五
三

木 曜 日

第
二
千
七
百
七
十
一
号

　

平
成
三
十
年

三
月
一
日　

山
梨
県
公
報

　
　
　
　
　
　

目　
　
　

次

　
　
　
　

告　
　
　

示

○
道
路
の
区
域
変
更	

五
三

○
道
路
の
供
用
開
始
（
四
件
）	

五
三

　
　
　
　

公　
　
　

告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請	

五
四

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請	

五
四

○
指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
不
分
明
通
知	

五
五

○
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
等
の
変
更
の
届
出	

五
六

○
争
議
行
為
予
告
通
知
の
受
理	

五
七

○
平
成
三
十
年
度
前
期
技
能
検
定
の
実
施	

五
八

○
平
成
三
十
年
度
技
能
検
定
（
随
時
実
施
す
る
三
級
及
び
基
礎
級
）
の
実
施	

六
一

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て	

六
四

　
　
　
　

教
育
委
員
会

○
山
梨
県
指
定
有
形
文
化
財
の
指
定	

六
四

○
山
梨
県
指
定
天
然
記
念
物
の
指
定	

六
四

○
山
梨
県
指
定
天
然
記
念
物
の
指
定
解
除	
六
四

　
　
　
　

人
事
委
員
会

○
第
九
十
一
回
（
平
成
三
十
年
度
）
山
梨
県
警
察
官
Ａ
採
用
試
験
の
実
施
に
つ
い
て	
六
五

　
　
　
　

公
安
委
員
会

○
山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

六
八

○
山
梨
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

六
八

　
　
　
　
　
　

告　
　
　

示

山
梨
県
告
示
第
五
十
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
南
建
設
事
務

所
身
延
道
路
課
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
二
十
二
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
一
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

光
子
沢
大
野
線

三　

道
路
の
区
域

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

旧
新

の
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延　
　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

南
巨
摩
郡
身
延
町
大
野
字
柚
ノ
木
一
五
三
五
番
地

先
か
ら

南
巨
摩
郡
身
延
町
大
野
字
柚
ノ
木
一
五
三
一
番
六

地
先
ま
で

旧

一
三
・
二
〜
四
五
・
六

四
八
・
九

新

一
五
・
五
〜

七
一
・
六

四
八
・
九

山
梨
県
告
示
第
五
十
一
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
（
峡
北
支
所
を
除
く
。）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
二
十
二
日
ま
で
一
般

の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
一
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

道
路
の

種
類

路　

線　

名

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

延　
　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

供
用
開
始
の

期
日

一
般
国

道

百
四
十
号

甲
府
市
桜
井
町
字
久
保
田
六
四
一
番

一
地
先
か
ら

甲
府
市
桜
井
町
字
久
保
田
六
四
〇
番

二
地
先
ま
で

三
九
・
〇

平
成
三
十
年

三
月
二
日

山
梨
県
告
示
第
五
十
二
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
（
峡
北
支
所
を
除
く
。）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
二
十
二
日
ま
で
一
般

の
縦
覧
に
供
す
る
。



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
七
百
七
十
一
号　
　

平
成
三
十
年
三
月
一
日

五
四

　
　

平
成
三
十
年
三
月
一
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

道
路
の

種
類

路　

線　

名

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

延　
　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

供
用
開
始
の

期
日

県
道

甲
府
韮
崎
線
甲
府
市
桜
井
町
字
久
保
田
六
二
二
番

一
地
先
か
ら

甲
府
市
横
根
町
字
山
之
腰
五
六
五
番

三
地
先
ま
で

九
六
・
五
平
成
三
十
年

三
月
二
日

山
梨
県
告
示
第
五
十
三
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
二
十
二
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
一
日

	
山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

道
路
の

種
類

路　

線　

名

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

延　
　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

供
用
開
始
の

期
日

一
般
国

道

四
百
十
一
号
甲
州
市
勝
沼
町
等
々
力
字
蛇
池
一
六

三
二
番
一
地
先
か
ら

甲
州
市
勝
沼
町
等
々
力
字
原
一
四
五

〇
番
一
地
先
ま
で

七
六
・
〇

平
成
三
十
年

三
月
二
十
二

日

山
梨
県
告
示
第
五
十
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
二
十
二
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
一
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

道
路
の

種
類

路　

線　

名

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

延　
　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

供
用
開
始
の

期
日

一
般
国

道

四
百
十
一
号
甲
州
市
勝
沼
町
休
息
字
東
大
門
一
五

二
四
番
二
地
先
か
ら

甲
州
市
勝
沼
町
休
息
字
子
安
一
三
三

一
番
一
地
先
ま
で

一
二
六
・
〇

平
成
三
十
年

三
月
二
十
二

日

　
　
　
　
　
　

公　
　
　

告

◉　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
山
梨
県
県

民
情
報
セ
ン
タ
ー
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
一
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　

平
成
三
十
年
二
月
十
九
日

二	　

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

　

1　

名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
フ
ァ
ボ
ー
ル
山
梨

　

2　

代
表
者
の
氏
名　

野
澤
奈
加
子

　

3 　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　

山
梨
県
甲
府
市
緑
が
丘
二
丁
目
十
二
｜
六

　

4
	　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　

こ
の
法
人
は
、
高
齢
者
及
び
障
が
い
児
・
者
に
対
し
て
、
権
利
擁

護
及
び
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
地
域
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

三　

縦
覧
期
間　

平
成
三
十
年
二
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
三
月
二
十
二
日
ま
で

◉　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
山
梨
県
県
民
情
報
セ

ン
タ
ー
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
一
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　

平
成
三
十
年
二
月
二
十
日

二	　

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

　

1　

名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
こ
う
り
ゅ
う
会

　

2　

代
表
者
の
氏
名　

石
原
竜
裕

　

3 　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　

山
梨
県
甲
斐
市
富
竹
新
田
千
五
百
七
十
九
番
地
七

　

4
	　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　

こ
の
法
人
は
、
山
梨
県
内
を
中
心
に
生
活
す
る
人
々
に
対
し
て
、

ス
ポ
ー
ツ
チ
ー
ム
の
運
営
や
子
ど
も
達
に
対
す
る
ス
ポ
ー
ツ
教
室
等
に
関
す
る
事
業
を
行
う
。
ま

た
、ス
ポ
ー
ツ
を
通
じ
た
心
身
の
育
成
及
び
相
互
理
解
と
親
善
を
深
め
る
事
業
を
行
う
事
に
よ
り
、



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
七
百
七
十
一
号　
　

平
成
三
十
年
三
月
一
日

五
五

ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
お
よ
び
社
会
教
育
の
推
進
と
子
ど
も
達
の
健
全
育
成
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。

三　

縦
覧
期
間　

平
成
三
十
年
二
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
三
月
二
十
二
日
ま
で

◉　

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
不
分
明
通
知

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

条
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
相
手
方
の
所
在
が
不
分
明
な
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、

通
知
の
内
容
を
上
野
原
市
役
所
に
掲
示
し
た
の
で
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
一
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一　

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
通
知
の
相
手
方

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

通
知
の
相
手
方

上
野
原
市
西
原
字
槙
寄
三
四
九
九
か
ら
三
五
〇
三
ま
で
、

三
五
〇
九

宇
津
木
侚
次
、
降
矢
武
彦
、
降
矢

秀
忠

上
野
原
市
西
原
字
尾
名
手
七
三
四
一
の
一

原
島
岩
吉
、
原
嶋
甲
子
男
、
古
家

清
一

上
野
原
市
西
原
字
中
倉
四
九
七
一
、
四
九
七
一
の
二

浅
倉
兼
蔵
、
浅
倉
四
郎
兵
ヱ
、
宇

津
木
武
平
、
宇
津
木
忠
昭
、
武
原

傳
太
郎
、
中
川
安
治
郎
、
奈
良
秋

蔵
、
奈
良
大
明
、
降
矢
雄
介
、
横

瀬
新
吉
、
横
瀬
嘉
彦

上
野
原
市
西
原
字
大
沢
四
九
八
八
、
四
九
八
八
の
二

宇
津
木
武
平
、
宇
津
木
忠
昭
、
武

原
傳
太
郎
、
奈
良
大
明
、
降
矢
雄

介
、
横
瀬
新
吉
、
横
瀬
嘉
藤

上
野
原
市
西
原
字
大
沢
四
九
八
九
、
四
九
八
九
の
二
、
四

九
九
六
、
四
九
九
六
の
二
、
四
九
九
九
、
五
〇
〇
三

宇
津
木
武
平
、
宇
津
木
忠
昭
、
武

原
傳
太
郎
、
奈
良
大
明
、
横
瀬
新

吉
、
横
瀬
嘉
藤

上
野
原
市
西
原
字
槙
寄
三
四
九
八

浅
倉
繁
藏
、
宇
津
木
忠
昭
、
武
原

傳
太
郎
、
奈
良
大
明
、
原
嶋
甲
子

男
、
原
島
健
悟
、
横
瀬
新
吉
、
横

瀬
嘉
藤

上
野
原
市
西
原
字
槙
寄
三
四
九
七

浅
倉
繁
藏
、
宇
津
木
武
平
、
宇
津

木
忠
昭
、
武
原
傳
太
郎
、
奈
良
大

明
、
原
嶋
甲
子
男
、
原
島
健
悟
、

横
瀬
新
吉
、
横
瀬
嘉
藤

上
野
原
市
西
原
字
栗
山
三
四
八
四

橋
本
亀
吉
、
橋
本
勘
右
ヱ
門
、
橋

本
清
吉
、
橋
本
國
太
郎
、
橋
本
城

太
郎
、
橋
本
七
五
郎
、
橋
本
露
三

郎
、
船
木
角
五
郎
、
船
木
弥
五
右

ヱ
門
、
船
木

藏

上
野
原
市
西
原
字
高
根
沢
四
八
一
一
、
字
大
沢
五
〇
〇
二

の
二

浅
倉
兼
蔵
、
浅
倉
繁
藏
、
浅
倉
四

郎
兵
ヱ
、
宇
津
木
武
平
、
宇
津
木

忠
昭
、
武
原
三
郎
兵
ヱ
、
武
原
傳

太
郎
、
中
川
安
治
郎
、
奈
良
大

明
、
降
矢
雄
介
、
横
瀬
喜
彦
、
横

瀬
弥
五
兵
ヱ

上
野
原
市
西
原
字
久
野
毛
四
一
三
二
、
四
一
三
二
の
二
、

字
高
根
沢
四
八
一
四
、
四
八
一
六

原
嶋
甲
子
男
、
原
島
健
悟
、
原
嶋

千
勝

上
野
原
市
西
原
字
大
沢
五
〇
〇
二
の
一

浅
倉
兼
蔵
、
浅
倉
太
一
郎
、
浅
倉

四
郎
兵
ヱ
、
武
原
傳
太
郎
、
中
川

安
治
郎
、
奈
良
大
明
、
降
矢
雄

介
、
横
瀬
新
吉
、
横
瀬
嘉
蔵

上
野
原
市
西
原
字
沢
入
六
〇
一
〇
、
六
〇
一
〇
の
二

浅
倉
兼
蔵
、
浅
倉
繁
藏
、
浅
倉
四

郎
兵
ヱ
、
武
原
傳
太
郎
、
中
川
安
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六

治
郎
、
奈
良
大
明
、
降
矢
雄
介
、

横
瀬
新
𠮷
、
横
瀬
嘉
藤

上
野
原
市
西
原
字
中
倉
四
九
七
二

宇
津
木
直
三
郎

上
野
原
市
西
原
字
糠
小
屋
七
二
〇
一
の
一
、
字
大
沢
四
九

九
二
の
一
、
四
九
九
二
の
二
、
四
九
九
二
の
七
、
四
九
九

四
の
一
、
五
〇
〇
一
の
一
、
五
〇
〇
一
の
一
一
、
五
〇
〇
一

の
九

宇
津
木
美
壽
子

上
野
原
市
西
原
字
大
沢
四
九
九
二
の
九

宇
津
木
久
雄

上
野
原
市
西
原
字
美
流
沢
六
八
一
八
の
三
、
六
八
一
八
の

四
、
六
八
一
八
の
九

宇
津
木
壮
英

上
野
原
市
西
原
字
大
沢
五
〇
〇
〇
の
四

横
瀬
政
子

上
野
原
市
西
原
字
大
沢
四
九
九
二
の
五

横
瀬
藏
之
進

上
野
原
市
西
原
字
尾
名
手
七
三
四
〇
の
六

古
屋
博
敏

上
野
原
市
西
原
字
栗
山
三
四
八
八
の
一

降
矢
剛
勇

上
野
原
市
西
原
字
糠
小
屋
七
二
〇
一
の
三

小
林
茂

上
野
原
市
西
原
字
尾
名
手
七
三
四
〇
の
二

船
木
一

上
野
原
市
西
原
字
大
沢
五
〇
〇
一
の
七

武
原
栖
光

上
野
原
市
西
原
字
大
沢
四
九
九
三
の
六

會
津
一

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的　

水
源
の
涵か
ん

養

三　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

1　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　

2
	　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

3　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

四	　

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
変
更
の
予
定
の
告
示　

平
成
三
十
年
一
月
二
十
二
日
山
梨
県
告
示
第
七

号

　
（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び
上
野
原
市
役
所
に
備
え
置
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。）

◉　

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
等
の
変
更
の
届
出

　

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公

告
し
、
及
び
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
一
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一　

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

　
　

株
式
会
社
イ
ト
ー
ヨ
ー
カ
堂　

代
表
取
締
役　

三
枝
富
博

　
　

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
八
番
地
八　

外
七
者

二　

届
出
の
概
要

　

1　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　
　

株
式
会
社
イ
ト
ー
ヨ
ー
カ
堂
甲
府
昭
和
店

　
　
　

山
梨
県
中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
松
ノ
木
三
千
百
十
四
番
一

　

2　

変
更
し
た
事
項

　
　

㈠	　

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代

表
者
の
氏
名

変
更
前

変
更
後

株
式
会
社
イ
ト
ー
ヨ
ー
カ
堂

代
表
取
締
役　

戸
井
和
久

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
八
番
地
八　

外

七
者

株
式
会
社
イ
ト
ー
ヨ
ー
カ
堂

代
表
取
締
役　

三
枝
富
博

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
八
番
地
八　

外

七
者
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七

　
　

㈡	　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に

あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

変
更
前

変
更
後

株
式
会
社
イ
ト
ー
ヨ
ー
カ
堂

代
表
取
締
役　

戸
井
和
久

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
八
番
地
八　

外

十
五
者

株
式
会
社
イ
ト
ー
ヨ
ー
カ
堂

代
表
取
締
役　

三
枝
富
博

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
八
番
地
八　

外

十
五
者

　

3　

変
更
の
年
月
日　

平
成
二
十
九
年
三
月
一
日
外

三　

届
出
年
月
日　

平
成
三
十
年
一
月
五
日

四	　

縦
覧
場
所　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階　

山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー

五　

縦
覧
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
三
十
年
七
月
二
日
ま
で

◉　

争
議
行
為
予
告
通
知
の
受
理

　

労
働
関
係
調
整
法
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
山

梨
民
主
医
療
機
関
労
働
組
合
執
行
委
員
長
新
藤
秀
樹
か
ら
次
の
と
お
り
争
議
行
為
を
行
う
旨
平
成
三
十

年
二
月
二
十
日
付
け
で
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
一
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一　

事
件　

次
の
要
求
事
項
に
関
す
る
件

　

1
	　

医
師
・
看
護
師
・
介
護
職
員
を
は
じ
め
と
す
る
医
療
・
福
祉
・
介
護
労
働
者
の
大
幅
増
員

　

2
	　

生
活
を
守
る
賃
金
と
雇
用
の
確
保
。
大
幅
な
一
時
金
の
獲
得
、
「
成
果
主
義
資
金
」
「
業
績
評

価
制
度
」
の
導
入
反
対
。
不
払
い
時
間
外
労
働
の
一
掃
。
下
請
け
・
派
遣
労
働
の
導
入
・
拡
大
反

対

　

3
	　

長
時
間
・
二
交
替
制
勤
務
反
対
。
夜
勤
交
替
制
労
働
者
の
「
一
日
八
時
間
以
内
、
週
三
十
二
時

間
、
勤
務
間
隔
十
二
時
間
以
上
」
勤
務
実
現

二　

日
時　

平
成
三
十
年
三
月
十
五
日
以
降
、
要
求
解
決
ま
で
必
要
に
応
じ
て
実
施
す
る
。

三　

場
所

　
　

甲
府
市
宝
一
丁
目
九
番
一
号　

甲
府
共
立
病
院

　
　

笛
吹
市
石
和
町
広
瀬
六
百
二
十
三
番
地　

石
和
共
立
病
院

　
　

南
ア
ル
プ
ス
市
桃
園
三
百
四
十
番
地　

巨
摩
共
立
病
院

　
　

南
ア
ル
プ
ス
市
桃
園
三
百
四
十
番
地
の
一　

巨
摩
共
立
歯
科
診
療
所

　
　

笛
吹
市
御
坂
町
八
千
蔵
五
百
三
十
八
番
地
の
一　

御
坂
共
立
診
療
所

　
　

笛
吹
市
御
坂
町
八
千
蔵
五
百
三
十
五
番
地
の
一　

御
坂
共
立
歯
科
診
療
所

　
　

北
杜
市
武
川
町
牧
原
千
三
百
七
十
一
番
地　

武
川
診
療
所

　
　

北
杜
市
武
川
町
牧
原
千
三
百
七
十
一
番
地　

武
川
歯
科
診
療
所

　
　

甲
府
市
丸
の
内
二
丁
目
九
番
二
十
八
号　

共
立
歯
科
セ
ン
タ
ー

　
　

甲
斐
市
富
竹
新
田
二
百
三
十
一
番
地
の
一　

竜
王
共
立
診
療
所

　
　

甲
府
市
宝
一
丁
目
十
番
五
号　

甲
府
共
立
診
療
所

　
　

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
長
澤
二
百
二
十
五
番
地
の
四　

ま
す
ほ
共
立
診
療
所

　
　

甲
府
市
飯
田
三
丁
目
一
番
三
十
五
号　

共
立
高
等
看
護
学
院

　

	　

甲
府
市
丸
の
内
二
丁
目
九
番
二
十
八
号
勤
医
協
駅
前
ビ
ル
四
階　

甲
府
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

す
ず
か
け

　

	　

甲
府
市
丸
の
内
二
丁
目
九
番
二
十
八
号
勤
医
協
駅
前
ビ
ル
四
階　

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
す
ず

か
け

　
　

甲
府
市
丸
の
内
二
丁
目
九
番
二
十
八
号
勤
医
協
駅
前
ビ
ル
四
階　

共
立
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

　
　

南
ア
ル
プ
ス
市
桃
園
三
百
七
十
七
番
地
の
二　

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
あ
ら
ぐ
さ

　
　

南
ア
ル
プ
ス
市
桃
園
三
百
七
十
七
番
地
の
二　

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
あ
ら
ぐ
さ

　
　

南
ア
ル
プ
ス
市
桃
園
三
百
七
十
七
番
地
の
二　

居
宅
介
護
支
援
事
業
所
あ
ら
ぐ
さ

　
　

笛
吹
市
石
和
町
広
瀬
六
百
二
十
三
番
地　

東
八
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ほ
ほ
え
み

　
　

笛
吹
市
石
和
町
広
瀬
六
百
二
十
三
番
地　

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ほ
ほ
え
み

　
　

笛
吹
市
石
和
町
広
瀬
六
百
二
十
三
番
地　

居
宅
介
護
支
援
事
業
所
ほ
ほ
え
み

　
　

笛
吹
市
御
坂
町
八
千
蔵
五
百
三
十
八
番
地
の
一　

御
坂
八
代
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
た
ん
ぽ
ぽ

　
　

北
杜
市
武
川
町
牧
原
千
三
百
七
十
一
番
地　

か
い
こ
ま
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

　
　

甲
斐
市
富
竹
新
田
四
百
一
番
地
の
四　

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
や
す
ら
ぎ

　
　

甲
斐
市
富
竹
新
田
四
百
一
番
地
の
四　

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
や
す
ら
ぎ

　
　

甲
斐
市
富
竹
新
田
四
百
一
番
地
の
一　

居
宅
介
護
支
援
事
業
所
や
す
ら
ぎ

　
	　

甲
府
市
丸
の
内
二
丁
目
九
番
二
十
八
号
勤
医
協
駅
前
ビ
ル
四
階　

甲
府
市
中
央
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー

　
　

南
ア
ル
プ
ス
市
桃
園
三
百
四
十
番
地　

巨
摩
共
立
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
い
き
や
り

　
　

笛
吹
市
石
和
町
広
瀬
六
百
二
十
三
番
地　

通
所
介
護
事
業
所
ふ
れ
あ
い

　

	　

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
長
澤
二
百
二
十
五
番
地
の
四　

ま
す
ほ
共
立
診
療
所
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
ふ
る
さ

と

　
　

大
月
市
猿
橋
町
殿
上
五
百
八
十
七
番
地
の
一　

共
立
診
療
所
さ
る
は
し

　
　

大
月
市
猿
橋
町
殿
上
五
百
八
十
七
番
地
の
一　

居
宅
介
護
支
援
事
業
所
さ
る
は
し

　
　

大
月
市
猿
橋
町
殿
上
四
百
二
番
地
の
一　

共
立
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
と
の
う
え
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五
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甲
府
市
若
松
町
六
番
三
十
五
号　

共
立
介
護
福
祉
セ
ン
タ
ー
わ
か
ま
つ

　
　

甲
府
市
宝
一
丁
目
四
番
十
六
号　

共
立
介
護
福
祉
セ
ン
タ
ー
た
か
ら

　
　

南
ア
ル
プ
ス
市
桃
園
三
百
七
十
九
番
地　

共
立
介
護
福
祉
セ
ン
タ
ー
も
も
そ
の

　
　

甲
府
市
下
飯
田
一
丁
目
二
番
十
八
号　

共
立
介
護
福
祉
セ
ン
タ
ー
い
け
だ

　
　

以
上
の
病
院
、
診
療
所
及
び
介
護
事
業
所
の
全
部
又
は
一
部
の
職
場

四	　

概
要　

三
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
、
全
体
的
又
は
部
分
的
に
連
続
、
断
続
を
含
む
全
て
の
業
務

の
停
止
を
は
じ
め
、
あ
ら
ゆ
る
形
の
争
議
行
為
と
こ
れ
に
対
す
る
妨
害
排
除
の
一
切
の
争
議
行
為
を

単
独
又
は
併
用
し
て
行
う
。
但
し
、
救
急
患
者
及
び
重
症
患
者
の
た
め
の
保
安
要
員
に
つ
い
て
は
、

必
要
に
応
じ
て
配
置
す
る
。

◉　

平
成
三
十
年
度
前
期
技
能
検
定
の
実
施

　

職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
労
働
省
令
第
二
十
四
号
）
第
六
十
六
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
、
技
能
検
定
の
実
施
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
一
日

	
山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一　

実
施
職
種

　

1
	　

一
級
及
び
二
級　

一
級
及
び
二
級
の
検
定
職
種
の
う
ち
前
期
（
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
同

年
九
月
三
十
日
ま
で
の
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
に
実
施
す
る
も
の
は
次
の
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
職
種
と
し
、
当
該
検
定
職
種
ご
と
の
学
科
試
験
又
は
実
技
試
験
の
科
目
の
う
ち
受
検
者
が
選

択
す
る
も
の
は
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
又
は
下
欄
に
掲
げ
る
科
目
と
す
る
。

検
定
職
種

学
科
試
験
の
選
択
科
目

実
技
試
験
の
選
択
科
目

造
園

な
し

な
し

鋳
造

鋳
鉄
鋳
物
鋳
造
作
業
法

鋳
鉄
鋳
物
鋳
造
作
業

金
属
熱
処
理

一
般
熱
処
理
作
業
法

一
般
熱
処
理
作
業

機
械
加
工

旋
盤
加
工
法　

フ
ラ
イ
ス
盤
加
工

法　

研
削
盤
加
工
法　

マ
シ
ニ
ン

グ
セ
ン
タ
加
工
法

普
通
旋
盤
作
業　

数
値
制
御
旋
盤

作
業　

フ
ラ
イ
ス
盤
作
業　

数
値

制
御
フ
ラ
イ
ス
盤
作
業　

平
面
研

削
盤
作
業　

円
筒
研
削
盤
作
業　

マ
シ
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
作
業

放
電
加
工

数
値
制
御
形
彫
り
放
電
加
工
法

ワ
イ
ヤ
放
電
加
工
法

数
値
制
御
形
彫
り
放
電
加
工
作
業

　

ワ
イ
ヤ
放
電
加
工
作
業

金
属
プ
レ
ス
加
工

な
し

な
し

鉄
工

構
造
物
鉄
工
作
業
法

構
造
物
鉄
工
作
業

建
築
板
金

内
外
装
板
金
施
工
法

内
外
装
板
金
作
業

仕
上
げ

治
工
具
仕
上
げ
法　

金
型
仕
上
げ

法　

機
械
組
立
仕
上
げ
法

治
工
具
仕
上
げ
作
業　

金
型
仕
上

げ
作
業　

機
械
組
立
仕
上
げ
作
業

ダ
イ
カ
ス
ト

な
し

コ
ー
ル
ド
チ
ャ
ン
バ
ダ
イ
カ
ス
ト

作
業

電
子
機
器
組
立
て

な
し

な
し

電
気
機
器
組
立
て

配
電
盤
・
制
御
盤
組
立
て
法

配
電
盤
・
制
御
盤
組
立
て
作
業

建
設
機
械
整
備

な
し

な
し

家
具
製
作

家
具
手
加
工
作
業
法

家
具
手
加
工
作
業

建
具
製
作

木
製
建
具
手
加
工
作
業
法

木
製
建
具
手
加
工
作
業

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成

形

射
出
成
形
法

射
出
成
形
作
業

石
材
施
工

石
張
り
施
工
法　

石
積
み
施
工
法

石
張
り
作
業　

石
積
み
作
業

と
び

な
し

な
し

左
官

な
し

な
し
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五
九

タ
イ
ル
張
り

な
し

な
し

畳
製
作

な
し

な
し

防
水
施
工

ウ
レ
タ
ン
ゴ
ム
系
塗
膜
防
水
施
工

法　

ア
ク
リ
ル
ゴ
ム
系
塗
膜
防
水

施
工
法　

シ
ー
リ
ン
グ
防
水
施
工

法　

Ｆ
Ｒ
Ｐ
防
水
施
工
法

ウ
レ
タ
ン
ゴ
ム
系
塗
膜
防
水
工
事

作
業　

ア
ク
リ
ル
ゴ
ム
系
塗
膜
防

水
工
事
作
業　

シ
ー
リ
ン
グ
防
水

工
事
作
業　

Ｆ
Ｒ
Ｐ
防
水
工
事
作

業

内
装
仕
上
げ
施
工

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
系
床
仕
上
げ
施
工

法　

カ
ー
ペ
ッ
ト
系
床
仕
上
げ
施

工
法　

木
質
系
床
仕
上
げ
施
工
法

　

鋼
製
下
地
施
工
法　

ボ
ー
ド
仕

上
げ
施
工
法　

化
粧
フ
ィ
ル
ム
施

工
法

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
系
床
仕
上
げ
工
事

作
業　

カ
ー
ペ
ッ
ト
系
床
仕
上
げ

工
事
作
業　

木
質
系
床
仕
上
げ
工

事
作
業　

鋼
製
下
地
工
事
作
業　

ボ
ー
ド
仕
上
げ
工
事
作
業　

化
粧

フ
ィ
ル
ム
工
事
作
業

熱
絶
縁
施
工

保
温
保
冷
施
工
法

保
温
保
冷
工
事
作
業

サ
ッ
シ
施
工

な
し

な
し

貴
金
属
装
身
具
製

作

な
し

な
し

表
装

壁
装
施
工
法

壁
装
作
業

塗
装

建
築
塗
装
法　

金
属
塗
装
法

建
築
塗
装
作
業　

金
属
塗
装
作
業

フ
ラ
ワ
ー
装
飾

な
し

な
し

　

2
	　

三
級　

三
級
の
検
定
職
種
の
う
ち
前
期
に
実
施
す
る
も
の
は
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
職
種
と

し
、
当
該
検
定
職
種
ご
と
の
学
科
試
験
又
は
実
技
試
験
の
科
目
の
う
ち
受
検
者
が
選
択
す
る
も
の

は
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
又
は
下
欄
に
掲
げ
る
科
目
と
す
る
。

検
定
職
種

学
科
試
験
の
選
択
科
目

実
技
試
験
の
選
択
科
目

園
芸
装
飾

な
し

な
し

造
園

な
し

な
し

金
属
熱
処
理

一
般
熱
処
理
作
業
法

一
般
熱
処
理
作
業

機
械
加
工

旋
盤
加
工
法　

フ
ラ
イ
ス
盤
加
工

法　

研
削
盤
加
工
法　

マ
シ
ニ
ン

グ
セ
ン
タ
加
工
法

普
通
旋
盤
作
業　

数
値
制
御
旋
盤

作
業　

フ
ラ
イ
ス
盤
作
業　

平
面

研
削
盤
作
業　

マ
シ
ニ
ン
グ
セ
ン

タ
作
業

仕
上
げ

機
械
組
立
仕
上
げ
法

機
械
組
立
仕
上
げ
作
業

機
械
検
査

な
し

な
し

電
子
機
器
組
立
て

な
し

な
し

建
築
大
工

な
し

な
し

と
び

な
し

な
し

左
官

な
し

な
し

化
学
分
析

な
し

な
し

塗
装

金
属
塗
装
法

金
属
塗
装
作
業

フ
ラ
ワ
ー
装
飾

な
し

な
し

　

3
	　

単
一
等
級　

単
一
等
級
の
検
定
職
種
の
う
ち
前
期
に
実
施
す
る
も
の
は
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
職
種
と
し
、
学
科
試
験
又
は
実
技
試
験
の
科
目
の
う
ち
受
検
者
が
選
択
す
る
も
の
は
同
表
の
中

欄
又
は
下
欄
に
掲
げ
る
科
目
と
す
る
。
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検
定
職
種

学
科
試
験
の
選
択
科
目

実
技
試
験
の
選
択
科
目

路
面
標
示
施
工

溶
融
ペ
イ
ン
ト
ハ
ン
ド
マ
ー
カ
ー

施
工
法

溶
融
ペ
イ
ン
ト
ハ
ン
ド
マ
ー
カ
ー

工
事
作
業

二　

試
験
の
方
法　

実
技
試
験
及
び
学
科
試
験

三　

日
程
等

　

1　

実
技
試
験

　
　

㈠	　

実
施
期
日　

平
成
三
十
年
六
月
五
日
（
火
）
か
ら
同
年
九
月
九
日
（
日
）
ま
で
の
間
に
お
い

て
、
別
に
山
梨
県
職
業
能
力
開
発
協
会
が
指
定
す
る
日
に
行
う
。

　
　

㈡　

実
施
場
所　

別
に
山
梨
県
職
業
能
力
開
発
協
会
か
ら
受
検
者
に
通
知
す
る
。

　
　

㈢	　

問
題
の
公
表　

平
成
三
十
年
五
月
二
十
九
日
（
火
）
か
ら
山
梨
県
職
業
能
力
開
発
協
会
（
甲

府
市
大
津
町
二
千
百
三
十
番
地
二
山
梨
県
立
中
小
企
業
人
材
開
発
セ
ン
タ
ー
内
）
に
お
い
て
行

う
。
た
だ
し
、
一
部
の
職
種
に
つ
い
て
は
、
公
表
し
な
い
。

　

2　

学
科
試
験

　
　

㈠　

実
施
期
日

職
種

実
施
期
日

三	

級　

園
芸
装
飾　

造
園　

機
械
加
工　

仕
上
げ　

機
械
検
査

　

電
子
機
器
組
立
て　

建
築
大
工　

と
び　

左
官　

化
学
分
析

　

塗
装　

フ
ラ
ワ
ー
装
飾

平
成
三
十
年
七
月
十

五
日
（
日
）

1　

一
級
及
び
二
級　

造
園　

金
属
熱
処
理　

金
属
プ
レ
ス
加
工

　
　

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形　

と
び　

防
水
施
工　

サ
ッ
シ
施
工　

　

塗
装

2　

三
級　

金
属
熱
処
理

平
成
三
十
年
八
月
十

九
日
（
日
）

一
級
及
び
二
級　

機
械
加
工　

鉄
工　

ダ
イ
カ
ス
ト　

電
子
機
器

　

組
立
て　

建
設
機
械
整
備　

家
具
製
作　

建
具
製
作　

左
官　

　

畳
製
作　

内
装
仕
上
げ
施
工　

貴
金
属
装
身
具
製
作

平
成
三
十
年
八
月
二

十
六
日
（
日
）

1　

一
級
及
び
二
級　

鋳
造　

放
電
加
工　

建
築
板
金　

仕
上
げ

平
成
三
十
年
九
月
二

　
　

電
気
機
器
組
立
て　

石
材
施
工　

タ
イ
ル
張
り　

熱
絶
縁
施

　

工　

表
装　

フ
ラ
ワ
ー
装
飾

2　

単
一
等
級　

路
面
標
示
施
工

日
（
日
）

㈡	　

実
施
場
所　

甲
府
市
大
津
町
二
千
百
三
十
番
地
二　

山
梨
県
立
中
小
企
業
人
材
開
発
セ
ン

タ
ー

四　

受
検
申
請
の
手
続

　

1　

提
出
書
類

　
　

㈠　

技
能
検
定
受
検
申
請
書

　
　

㈡　

次
の
い
ず
れ
か
の
本
人
確
認
書
類
の
写
し

　
　
　

⑴	　

運
転
免
許
証
又
は
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
個
人
番
号
が
記
載
さ
れ
て
い
る
箇
所
は
黒
塗
り
す

る
こ
と
。）

　
　
　

⑵　

特
別
永
住
者
証
明
書
又
は
在
留
カ
ー
ド

　
　
　

⑶　

健
康
保
険
被
保
険
者
証

　
　
　

⑷　

生
徒
手
帳
又
は
学
生
証
（
氏
名
及
び
生
年
月
日
が
確
認
で
き
る
も
の
に
限
る
。）

　
　
　

⑸　

外
国
政
府
が
発
行
し
た
旅
券
（
写
真
欄
及
び
日
本
国
査
証
欄
）

　
　
　

⑹	　

そ
の
他
日
本
の
官
公
庁
が
発
行
し
た
身
分
証
明
書
（
氏
名
及
び
生
年
月
日
が
確
認
で
き
る

も
の
に
限
る
。）

　
　

㈢　

実
技
試
験
又
は
学
科
試
験
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
そ
の
資
格
を
証
す
る
書
面

　

2　

試
験
手
数
料

　
　

㈠　

実
技
試
験

　
　
　

⑴　

⑵
か
ら
⑷
ま
で
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者　

一
の
検
定
職
種
に
つ
き
一
万
七
千
九
百
円

　
　
　

⑵	　

二
級
又
は
三
級
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
で
あ
っ
て
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
に
お
い
て
三

十
五
歳
未
満
の
も
の
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九

号
）
別
表
第
一
の
上
欄
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
在
留
す
る
者
並
び
に
⑶
及
び
⑷
に
掲
げ
る
者

を
除
く
。）　

一
の
検
定
職
種
に
つ
き
八
千
九
百
円

　
　
　

⑶	　

二
級
又
は
三
級
を
受
け
よ
う
と
す
る
在
校
生
（
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年

法
律
第
六
十
四
号
）
第
十
五
条
の
七
第
三
項
に
規
定
す
る
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
若
し
く

は
同
法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
に
お
い
て
職
業
訓
練

（
省
令
第
九
条
に
規
定
す
る
短
期
間
の
訓
練
課
程
の
職
業
訓
練
を
除
く
。）
を
受
け
て
い
る
者

若
し
く
は
同
法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
職
業
訓
練
施
設
に
お
い
て
同
法
第

二
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
認
定
職
業
訓
練
（
省
令
第
九
条
に
規
定
す
る
短
期
間
の
訓
練

課
程
の
職
業
訓
練
を
除
く
。）
を
受
け
て
い
る
者
（
現
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
者
を
除
く
。）
又

は
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
高
等
学
校
、
中

　

六
〇
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六
一

等
教
育
学
校
（
同
法
第
六
十
六
条
に
規
定
す
る
後
期
課
程
に
限
る
。）、
特
別
支
援
学
校
（
同

法
第
七
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
高
等
部
に
限
る
。）、
大
学
、
高
等
専
門
学
校
若
し
く
は

同
法
第
百
二
十
四
条
に
規
定
す
る
専
修
学
校
若
し
く
は
同
法
第
百
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定

す
る
各
種
学
校
に
在
学
す
る
者
を
い
う
。
⑷
に
お
い
て
同
じ
。）（
⑷
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。）

　

一
の
検
定
職
種
に
つ
き
一
万
千
九
百
円

　
　
　

⑷	　

二
級
又
は
三
級
を
受
け
よ
う
と
す
る
在
校
生
で
あ
っ
て
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
に
お
い

て
三
十
五
歳
未
満
の
も
の
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
別
表
第
一
の
上
欄
の
在
留
資
格

を
も
っ
て
在
留
す
る
者
を
除
く
。）　

一
の
検
定
職
種
に
つ
き
二
千
九
百
円

　
　

㈡　

学
科
試
験　

一
の
検
定
職
種
に
つ
き
三
千
百
円

　

3	　

手
数
料
の
納
付
方
法　

実
技
試
験
の
手
数
料
及
び
学
科
試
験
の
手
数
料
は
、
技
能
検
定
受
検
申

請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。）
に
添
え
て
納
付
す
る
こ
と
。
な
お
、
実
技
試
験
又
は
学
科

試
験
が
免
除
さ
れ
る
場
合
は
、
当
該
試
験
に
係
る
手
数
料
の
納
付
を
要
し
な
い
。
ま
た
、
申
請
書

を
受
け
付
け
た
後
は
、
申
請
を
取
り
下
げ
た
場
合
又
は
試
験
を
受
け
な
か
っ
た
場
合
で
も
、
手
数

料
は
還
付
し
な
い
。

　

4　

受
付
期
間　

平
成
三
十
年
四
月
四
日
（
水
）
か
ら
同
月
十
七
日
（
火
）
ま
で

　

5
	　

提
出
先　

甲
府
市
大
津
町
二
千
百
三
十
番
地
二
山
梨
県
立
中
小
企
業
人
材
開
発
セ
ン
タ
ー
内
山

梨
県
職
業
能
力
開
発
協
会
（
電
話
〇
五
五
｜
二
四
三
｜
四
九
一
六
）

　

6　

そ
の
他

　
　

㈠	　

申
請
書
の
用
紙
及
び
受
検
案
内
は
、
山
梨
県
職
業
能
力
開
発
協
会
で
交
付
す
る
。
な
お
、
申

請
書
の
用
紙
の
郵
送
を
求
め
る
場
合
は
、
封
筒
の
表
面
に
「
技
能
検
定
受
検
申
請
書
用
紙
請

求
」
と
朱
書
し
、
返
信
用
封
筒
（
角
形
二
号
の
封
筒
に
、
宛
先
を
記
入
し
、
百
二
十
円
分
の
切

手
を
貼
り
付
け
た
も
の
）
を
同
封
す
る
こ
と
。

　
　

㈡	　

申
請
書
を
郵
送
す
る
場
合
は
、
書
留
郵
便
と
し
、
封
筒
の
表
面
に
「
技
能
検
定
受
検
申
請
書

在
中
」
と
朱
書
す
る
こ
と
（
受
付
期
間
内
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
。）。
な
お
、

試
験
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
資
格
を
証
す
る
書
面
を
同
封
す
る
こ
と
。

五　

合
格
発
表
等

　

1
	　

合
格
者
の
発
表
及
び
通
知　

合
格
者
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
年
八
月
三
十
一
日
（
金
）（
金

属
熱
処
理
を
除
く
三
級
職
種
に
限
る
。）
又
は
同
年
九
月
二
十
八
日
（
金
）
に
県
庁
東
側
の
掲
示

板
に
受
検
番
号
を
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
山
梨
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
に
掲
載
す
る
。
な
お
、
合

格
者
及
び
実
技
試
験
又
は
学
科
試
験
の
い
ず
れ
か
に
合
格
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
山
梨
県
職
業
能

力
開
発
協
会
か
ら
書
面
で
通
知
す
る
。

　

2
	　

合
格
証
書
等
の
交
付　

一
級
又
は
単
一
等
級
の
合
格
者
に
は
厚
生
労
働
大
臣
名
の
合
格
証
書

を
、
二
級
又
は
三
級
の
合
格
者
に
は
山
梨
県
知
事
名
の
合
格
証
書
を
交
付
す
る
。
こ
の
ほ
か
、
厚

生
労
働
大
臣
か
ら
技
能
検
定
の
合
格
者
に
対
し
、
合
格
し
た
等
級
の
技
能
士
章
を
交
付
す
る
。

六	　

そ
の
他　

技
能
検
定
に
つ
い
て
不
明
な
点
は
、
山
梨
県
産
業
労
働
部
産
業
人
材
育
成
課
（
電
話
〇

五
五
｜
二
二
三
｜
一
五
六
六
）
又
は
山
梨
県
職
業
能
力
開
発
協
会
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

◉　

平
成
三
十
年
度
技
能
検
定
（
随
時
実
施
す
る
三
級
及
び
基
礎
級
）
の
実
施

　

職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
労
働
省
令
第
二
十
四
号
）
第
六
十
六
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
、
技
能
検
定
の
実
施
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
一
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一　

実
施
職
種
等

　

1
	　

実
施
職
種　

三
級
及
び
基
礎
級
の
検
定
職
種
の
う
ち
前
期
（
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
同
年

九
月
三
十
日
ま
で
の
期
間
を
い
う
。）
又
は
後
期
（
同
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
期
間
を
い
う
。）
の
期
間
に
関
わ
ら
ず
に
随
時
実
施
す
る
も
の
は
次
の
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
職
種
と
し
、
当
該
検
定
職
種
ご
と
の
学
科
試
験
又
は
実
技
試
験
の
科
目
の
う
ち
受
検
者

が
選
択
す
る
も
の
は
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
又
は
下
欄
に
掲
げ
る
科
目
と
す
る
。

検
定
職
種

学
科
試
験
の
選
択
科
目

実
技
試
験
の
選
択
科
目

さ
く
井

パ
ー
カ
ッ
シ
ョ
ン
式
さ
く
井
施
工

法　

ロ
ー
タ
リ
ー
式
さ
く
井
施
工

法

パ
ー
カ
ッ
シ
ョ
ン
式
さ
く
井
工
事

作
業　

ロ
ー
タ
リ
ー
式
さ
く
井
工

事
作
業

鋳
造

鋳
鉄
鋳
物
鋳
造
作
業
法　

非
鉄
金

属
鋳
物
鋳
造
作
業
法

鋳
鉄
鋳
物
鋳
造
作
業　

非
鉄
金
属

鋳
物
鋳
造
作
業

鍛
造

ハ
ン
マ
型
鍛
造
法

ハ
ン
マ
型
鍛
造
作
業

機
械
加
工

旋
盤
加
工
法　

フ
ラ
イ
ス
盤
加
工

法　

マ
シ
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
加
工
法

普
通
旋
盤
作
業　

数
値
制
御
旋
盤

作
業　

フ
ラ
イ
ス
盤
作
業　

マ
シ

ニ
ン
グ
セ
ン
タ
作
業

金
属
プ
レ
ス
加
工

な
し

な
し

鉄
工

な
し

な
し



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
七
百
七
十
一
号　
　

平
成
三
十
年
三
月
一
日

六
二

建
築
板
金

内
外
装
板
金
施
工
法

内
外
装
板
金
作
業

工
場
板
金

機
械
板
金
加
工
法

機
械
板
金
作
業

め
っ
き

電
気
め
っ
き
作
業
法　

溶
融
亜
鉛

め
っ
き
作
業
法

電
気
め
っ
き
作
業　

溶
融
亜
鉛
め

っ
き
作
業

仕
上
げ

治
工
具
仕
上
げ
法　

金
型
仕
上
げ

法　

機
械
組
立
仕
上
げ
法

治
工
具
仕
上
げ
作
業　

金
型
仕
上

げ
作
業　

機
械
組
立
仕
上
げ
作
業

機
械
検
査

な
し

な
し

ダ
イ
カ
ス
ト

な
し

ホ
ッ
ト
チ
ャ
ン
バ
ダ
イ
カ
ス
ト
作

業　

コ
ー
ル
ド
チ
ャ
ン
バ
ダ
イ
カ

ス
ト
作
業

電
子
機
器
組
立
て

な
し

な
し

電
気
機
器
組
立
て

回
転
電
機
組
立
て
法　

変
圧
器
組

立
て
法　

配
電
盤
・
制
御
盤
組
立

て
法　

回
転
電
機
巻
線
製
作
法

回
転
電
機
組
立
て
作
業　

変
圧
器

組
立
て
作
業　

配
電
盤
・
制
御
盤

組
立
て
作
業　

回
転
電
機
巻
線
製

作
作
業

プ
リ
ン
ト
配
線
板

製
造

プ
リ
ン
ト
配
線
板
設
計
法　

プ
リ

ン
ト
配
線
板
製
造
法

プ
リ
ン
ト
配
線
板
設
計
作
業　

プ

リ
ン
ト
配
線
板
製
造
作
業

冷
凍
空
気
調
和
機

器
施
工

な
し

な
し

婦
人
子
供
服
製
造

な
し

な
し

寝
具
製
作

な
し

な
し

帆
布
製
品
製
造

な
し

な
し

家
具
製
作

な
し

な
し

建
具
製
作

な
し

な
し

紙
器
・
段
ボ
ー
ル

箱
製
造

印
刷
箱
製
造
法　

貼
箱
製
造
法　

段
ボ
ー
ル
箱
製
造
法

印
刷
箱
打
抜
き
作
業　

印
刷
箱
製

箱
作
業　

貼
箱
製
造
作
業　

段
ボ

ー
ル
箱
製
造
作
業

印
刷

な
し

な
し

製
本

な
し

な
し

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成

形

圧
縮
成
形
法　

射
出
成
形
法　

ブ

ロ
ー
成
形
法

圧
縮
成
形
作
業　

射
出
成
形
作
業

　

ブ
ロ
ー
成
形
作
業

石
材
施
工

石
材
加
工
法　

石
張
り
施
工
法

石
材
加
工
作
業　

石
張
り
作
業

パ
ン
製
造

な
し

な
し

建
築
大
工

な
し

な
し

か
わ
ら
ぶ
き

な
し

な
し

と
び

な
し

な
し

左
官

な
し

な
し

タ
イ
ル
張
り

な
し

な
し

配
管

建
築
配
管
施
工
法

建
築
配
管
作
業

型
枠
施
工

な
し

な
し



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
七
百
七
十
一
号　
　

平
成
三
十
年
三
月
一
日

六
三

鉄
筋
施
工

な
し

な
し

コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧

送
施
工

な
し

な
し

防
水
施
工

な
し

な
し

内
装
仕
上
げ
施
工

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
系
床
仕
上
げ
施
工

法　

カ
ー
ペ
ッ
ト
系
床
仕
上
げ
施

工
法　

鋼
製
下
地
施
工
法　

ボ
ー

ド
仕
上
げ
施
工
法

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
系
床
仕
上
げ
工
事

作
業　

カ
ー
ペ
ッ
ト
系
床
仕
上
げ

工
事
作
業　

鋼
製
下
地
工
事
作
業

　

ボ
ー
ド
仕
上
げ
工
事
作
業

熱
絶
縁
施
工

な
し

な
し

サ
ッ
シ
施
工

な
し

な
し

ウ
ェ
ル
ポ
イ
ン
ト

施
工

な
し

な
し

表
装

な
し

な
し

塗
装

建
築
塗
装
法　

金
属
塗
装
法　

鋼

橋
塗
装
法　

噴
霧
塗
装
法

建
築
塗
装
作
業　

金
属
塗
装
作
業

　

鋼
橋
塗
装
作
業　

噴
霧
塗
装
作

業

工
業
包
装

な
し

な
し

　

2
	　

受
検
資
格　

1
に
掲
げ
る
随
時
実
施
の
三
級
試
験
に
つ
い
て
は
、
当
該
検
定
職
種
に
係
る
基

礎
級
又
は
職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
及
び
職
業
能
力
開
発
促
進
法
第
四
十
七
条
第
一
項
に

規
定
す
る
指
定
試
験
機
関
の
指
定
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
九
年
厚

生
労
働
省
令
第
五
十
七
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則

（
昭
和
四
十
四
年
労
働
省
令
第
二
十
四
号
）
第
六
十
一
条
に
掲
げ
る
基
礎
一
級
若
し
く
は
基
礎
二

級
に
合
格
し
た
者
に
限
り
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

二　

試
験
の
方
法　

実
技
試
験
及
び
学
科
試
験

三　

日
程
等

　

1　

実
技
試
験

　
　

㈠　

実
施
期
日　

別
に
山
梨
県
職
業
能
力
開
発
協
会
が
指
定
す
る
日
に
行
う
。

　
　

㈡　

実
施
場
所　

別
に
山
梨
県
職
業
能
力
開
発
協
会
か
ら
受
検
者
に
通
知
す
る
。

　
　

㈢　

問
題
の
公
表　

あ
ら
か
じ
め
受
検
者
に
送
付
す
る
。

　

2　

学
科
試
験

　
　

㈠　

実
施
期
日　

別
に
山
梨
県
職
業
能
力
開
発
協
会
が
指
定
す
る
日
に
行
う
。

　
　

㈡	　

実
施
場
所　

甲
府
市
大
津
町
二
千
百
三
十
番
地
二　

山
梨
県
立
中
小
企
業
人
材
開
発
セ
ン

タ
ー

四　

受
検
申
請
の
手
続

　

1　

提
出
書
類

　
　

㈠　

技
能
検
定
受
検
申
請
書

　
　

㈡　

実
技
試
験
又
は
学
科
試
験
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
そ
の
資
格
を
証
す
る
書
面

　

2　

試
験
手
数
料

　
　

㈠　

実
技
試
験　

一
万
七
千
九
百
円

　
　

㈡　

学
科
試
験　

三
千
百
円

　

3
	　

手
数
料
の
納
付
方
法　

実
技
試
験
の
手
数
料
及
び
学
科
試
験
の
手
数
料
は
、
技
能
検
定
受
検
申

請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。）
に
添
え
て
納
付
す
る
こ
と
。
な
お
、
実
技
試
験
又
は
学
科

試
験
が
免
除
さ
れ
る
場
合
は
、
当
該
試
験
に
係
る
手
数
料
の
納
付
を
要
し
な
い
。
ま
た
、
申
請
書

を
受
け
付
け
た
後
は
、
申
請
を
取
り
下
げ
た
場
合
又
は
試
験
を
受
け
な
か
っ
た
場
合
で
も
、
手
数

料
は
還
付
し
な
い
。

　

4　

受
付
期
間　

随
時

　

5
	　

提
出
先　

甲
府
市
大
津
町
二
千
百
三
十
番
地
二
山
梨
県
立
中
小
企
業
人
材
開
発
セ
ン
タ
ー
内
山

梨
県
職
業
能
力
開
発
協
会
（
電
話
〇
五
五
｜
二
四
三
｜
四
九
一
六
）

　

6　

そ
の
他

　
　

㈠	　

申
請
書
の
用
紙
及
び
受
検
案
内
は
、
山
梨
県
職
業
能
力
開
発
協
会
で
交
付
す
る
。
な
お
、
申

請
書
の
用
紙
の
郵
送
を
求
め
る
場
合
は
、封
筒
の
表
面
に
「
技
能
検
定
受
検
申
請
書
用
紙
請
求
」

と
朱
書
し
、
返
信
用
封
筒
（
角
形
二
号
の
封
筒
に
、
宛
先
を
記
入
し
、
百
二
十
円
分
の
切
手
を

貼
り
付
け
た
も
の
）
を
同
封
す
る
こ
と
。

　
　

㈡	　

申
請
書
を
郵
送
す
る
場
合
は
、
書
留
郵
便
と
し
、
封
筒
の
表
面
に
「
技
能
検
定
受
検
申
請
書

在
中
」
と
朱
書
す
る
こ
と
。
な
お
、
試
験
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
資
格
を

証
す
る
書
面
を
同
封
す
る
こ
と
。

五　

合
格
発
表
等
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成
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三
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六
四

　

1　

合
格
者
の
発
表　

合
格
者
に
は
、
山
梨
県
職
業
能
力
開
発
協
会
か
ら
書
面
で
通
知
す
る
。

　

2　

合
格
証
書
の
交
付　

合
格
者
に
は
、
山
梨
県
知
事
名
の
合
格
証
書
を
交
付
す
る
。

六	　

そ
の
他　

技
能
検
定
に
つ
い
て
不
明
な
点
は
、
山
梨
県
産
業
労
働
部
産
業
人
材
育
成
課
（
電
話
〇

五
五
｜
二
二
三
｜
一
五
六
六
）
又
は
山
梨
県
職
業
能
力
開
発
協
会
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

◉　

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
一
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一	　

開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称　

南
都
留
郡
山
中
湖
村
山
中
字
杏
木
道
下
九
百
四

十
七
番
の
一
の
一
部
及
び
九
百
四
十
七
番
の
四
並
び
に
字
萩
塚
千
四
番
の
一
部
及
び
千
七
番
の
一
の

一
部
の
区
域

二	　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名　

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
字
古
馬
場
三
千
五
百
八
十
番

地　

フ
ァ
ナ
ッ
ク
株
式
会
社　

代
表
取
締
役
副
社
長　

経
営
総
括
本
部
長　

権
田
与
志
広

　
　
　
　
　
　

教
育
委
員
会

山
梨
県
教
育
委
員
会
告
示
第
二
号

　

山
梨
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
山
梨
県
条
例
第
二
十
九
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
文
化
財
を
山
梨
県
指
定
有
形
文
化
財
と
し
て
指
定
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
教
育
委
員
会

教
育
長　
　

守　
　

屋　
　
　
　
　

守　
　

有
形
文
化
財
の
部

　

建
造
物名　

称

員　

数

構
造
及
び
形
式

所
有
者

所
有
者
の
住
所

所
在
の
場
所

天
澤
寺
山
門
一
棟　

三
間
一
戸
（
梁
間
三
間
）

楼
門
、
入
母
屋
造
、
茅

葺
型
銅
板
葺

天
澤
寺　

甲
斐
市
亀
沢
二

六
〇
九
番
地

甲
斐
市
亀
沢
二

六
〇
九
番
地

　

考
古
資
料

名　

称

員　

数

構
造
及
び
形
式

所
有
者

所
有
者
の
住
所

所
在
の
場
所

上
窪
遺
跡

墓
跡
出
土
品

一
括

五
十
四

点

斎
串
（
木
製
品
）
四
十

二
点
、
櫛
（
木
製
品
）

二
点
、
下
駄
（
木
製
品
）

二
点
、
綿
状
繊
維
（
繊

維
製
品
）
一
点
、
人
骨

（
歯
）
七
点

中
央
市

中
央
市
臼
井
阿

原
三
〇
一
番
地

一
号

中
央
市
臼
井
阿

原
三
〇
一
番
地

一
号
中
央
市
教

育
委
員
会

上
中
丸
遺
跡

埋
納
遺
構
出

土
品
一
括

十
一
点
礫
一
点
、
注
口
土
器
一

点
、
黒
曜
石
原
石
一

点
、
磨
製
石
斧
八
点

富
士
吉
田

市

富
士
吉
田
市
下

吉
田
六
丁
目
一

番
一
号

富
士
吉
田
市
上

吉
田
二
二
八
八

番
地
一
号
ふ
じ

さ
ん
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム

山
梨
県
教
育
委
員
会
告
示
第
三
号

　

山
梨
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
山
梨
県
条
例
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
文
化
財
を
山
梨
県
指
定
天
然
記
念
物
と
し
て
指
定
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
教
育
委
員
会

教
育
長　
　

守　
　

屋　
　
　
　
　

守　
　

史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
の
部

　

天
然
記
念
物

名　
　
　
　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

所　
　

有　
　

者

身
延
の
六
老
杉　
　
　
　
　

　

南
巨
摩
郡
身
延
町
身
延
四

一
八
〇
番
地
一
号
（
鷹
取

山
領
分
の
尾
根
筋
）

身
延
山
久
遠
寺

山
梨
県
教
育
委
員
会
告
示
第
四
号

　

山
梨
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
山
梨
県
条
例
第
二
十
九
号
）
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
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一
日

六
五

定
に
よ
り
、
次
の
山
梨
県
指
定
天
然
記
念
物
の
指
定
を
解
除
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
教
育
委
員
会

教
育
長　
　

守　
　

屋　
　
　
　
　

守　
　

史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
の
部

　

天
然
記
念
物

名　
　
　
　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

所　
　

有　
　

者

白
根
町
の
カ
エ
デ　
　
　
　

　
　

南
ア
ル
プ
ス
市
百
々
三
一

八
七
番
地

清
水　

宏

　
　
　
　
　
　

人
事
委
員
会

◉　

第
九
十
一
回
（
平
成
三
十
年
度
）
山
梨
県
警
察
官
Ａ
採
用
試
験
の
実
施
に
つ
い
て

　

第
九
十
一
回
（
平
成
三
十
年
度
）
山
梨
県
警
察
官
Ａ
採
用
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長　
　

信　
　

田　
　

恵　
　

三　
　

 
１

 
試

験
職

種
及

び
採

用
予

定
人

員
等

試
験

職
種

区
分

採
用

予
定

人
 

 
員

職
務
内
容

警
察

官
Ａ

男
性

３
２
名
程

度
個

人
の

生
命

、
身

体
及

び
財

産
の

保
護

、
犯

罪
の

予
防

、
鎮

圧
及

び
捜

査
、
被

疑
者

の
逮

捕
、
交

通
の

取
締

り
、
そ

の
他

公
共

の
安

全
と

秩
序

の
維

持
の

任

務
に

従
事

す
る

。
女

性
 

 
７

名
程

度
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
２

 
受

験
資

格
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
(
１

)
 
受

験
で

き
る

者
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ア
 

年
齢

、
性

別
、

学
歴

及
び

勤
務

開
始

日

試
験

職
種

区
分

年
齢
及
び

性
別

学
歴

勤
務

開
始

日

警
察

官
Ａ

男
性

昭
和

6
0
年

4
月

2
日

以
後

に

生
ま

れ
た

男
性

学
校

教
育

法
に

よ
る

大

学
（

短
期

大
学

を
除

く
。

）

を
卒

業
し

た
者

若
し

く
は

平
成

３
１

年
３

月
ま

で
に

卒
業

見
込

み
の

者
又

は
人

事
委

員
会

が
こ

れ
と

同
等

以
上

の
学

力
が

あ
る

と
認

め
る

者

原
則
と
し

て
、
平

成
３
１

年
４
月
１

日
 

既
卒
者
で

、
勤
務
可

能
な

者
は

、
平
成

３
０
年

１
０
月

１
日
に
採

用
す
る

場
合
も

あ
る
。

女
性

 
昭

和
6
0
年

4
月

2
日

以
後

に

生
ま

れ
た

女
性

 

 
 
 
 

 
※

 
「

こ
れ

と
同

等
以

上
の

学
力

が
あ

る
と

認
め

る
者

」
の

例

 
 

 
 

 
・

気
象

大
学

校
大

学
部

(
修

業
年

限
４

年
の

も
の

に
限

る
。

）
、

海
上

保
安

大
学

校
本

科
、

防
衛

大
学

校

 
 

 
 

 
 

等
を

卒
業

し
た

者
又

は
卒

業
見

込
み

の
者

 
 

 
 

 
・

独
立

行
政

法
人

大
学

改
革

支
援

・
学

位
授

与
機

構
（

旧
独

立
行

政
法

人
大

学
評

価
・

学
位

授
与

機
構

を
含

む
）

か
ら

学
士

の
学

位
を

授
与

さ
れ

た
者

又
は

授
与

さ
れ

る
見

込
み

の
者

 
 
 
 
 

 
 

・
外

国
に

お
け

る
大

学
等

を
卒

業
(
通

算
修

学
年

数
が

１
６

年
以

上
と

な
る

も
の

に
限

る
。

)
し

た
者

又
は

 
 

 
 

 
 

卒
業

見
込

み
の

者

 
(
２

)
 
次

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

者
は

、
受

験
で

き
な

い
も

の
と

す
る

。

 
 

ア
 

日
本

国
籍

を
有

し
な

い
者

 
 

イ
 

地
方

公
務

員
法

第
１

６
条

に
該

当
す

る
者

（
次

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

者
）

 
 

 
 

 
・

成
年

被
後

見
人

又
は

被
保

佐
人

（
準

禁
治

産
者

を
含

む
。

）

 
 

 
 

 
・

禁
錮

以
上

の
刑

に
処

せ
ら

れ
、

そ
の

執
行

を
終

わ
る

ま
で

又
は

そ
の

執
行

を
受

け
る

こ
と

が
な

く
な

る
 

 
 

 
 

 

ま
で

の
者

 
 

 
 

 
・

山
梨

県
職

員
と

し
て

懲
戒

免
職

の
処

分
を

受
け

、
当

該
処

分
の

日
か

ら
２

年
を

経
過

し
な

い
者

 
 

 
 

 
・

日
本

国
憲

法
又

は
そ

の
下

に
成

立
し

た
政

府
を

暴
力

で
破

壊
す

る
こ

と
を

主
張

す
る

政
党

そ
の

他
の

 
 

 
 

 
 

団
体

を
結

成
し

、
又

は
こ

れ
に

加
入

し
た

者
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六

３
 

試
験

案
内

の
配

布
及

び
受

付
期

間
等

 
（

１
）

試
験

案
内

配
布

開
始

日
 

平
成

３
０

年
３

月
１

５
日

（
木

）
 

 
（

２
）

受
付

場
所

、
受

付
期

間
及

び
受

付
時

間
 

区
分

受
付

場
所

・
送

付
先

受
付

期
間

受
付

時
間

等

持
参

山
梨

県
内

各
警

察
署

平
成

３
０

年
３

月
１

５
日

（
木

）
か

ら

平
成

３
０

年
４

月
１

３
日

（
金

）
ま

で

 
（

土
曜

日
、

日
曜

日
を

含
む

。
）

午
前

８
時

３
０

分
か

ら
午

後
５

時
１

５
分

ま
で

 

山
 梨

 県

警
察

本
部

警
 務

 課

平
成

３
０

年
３

月
１

５
日

（
木

）
か

ら

平
成

３
０

年
４

月
１

３
日

（
金

）
ま

で

 
 
（

土
曜

日
、

日
曜

日
を

除
く

。
）

郵
送

平
成

３
０

年
３

月
１

５
日

（
木

）
か

ら

平
成

３
０

年
４

月
１

３
日

（
金

）
ま

で

平
成

３
０

年
４

月
１

３
日

（
金

）
ま

で
の
 

消
印
の
あ

る
も
の

に
限
り

受
け
付

け
る
。

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト

平
成

３
０

年
３

月
１

５
日

（
木

）
か

ら

平
成

３
０

年
４

月
 

６
日

（
金

）
ま

で

平
成
３
０

年
４
月

６
日
（

金
）
の

午
後
 

５
時
１
５

分
ま
で

に
受
信

し
た
も

の
に
限
る
。
 

〔
期

間
中

常
時

受
付

〕

４
 

試
験

日
及

び
試

験
会

場
 

区
 

 
分

試
 

 
験

 
 

日
試

 
 

験
 

 
会

 
 

場

第
１

次
試

験

平
成

３
０

年
５

月
１

３
日

（
日

）
 

（
教

養
試

験
・

論
文

試
験

）
 

（
受

付
時

間
）

 

午
前
８
時

３
０
分

か
ら
午

前
８
時

５
０
分

ま
で

甲
府

市
内

 

（
試

験
会

場
は

、
決

定
次

第
、

山
梨

県
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
等

に
公

表
す

る
と

と
も

に
、

受
験

票
に

明
記

し
て

受
験

者
に

通
知

す

る
。

）

第
２

次
試

験

平
成

３
０

年
５

月
２

６
日

（
土

）
 

（
集

団
面

接
）

 

甲
府

市
内

（
詳

細
は

、
第

１
次

試
験

合
格

者
に

通
知

す
る

。
）

平
成

３
０

年
５

月
２

７
日

（
日

）
 

（
適

性
検

査
・

身
体

検
査

（
１

回
目

）
・

体
力

試
験

）
 

 

山
梨

大
学

甲
府

キ
ャ

ン
パ

ス

（
甲

府
市

武
田

四
丁

目
４

－
３

７
）

 

第
３

次
試

験

平
成

３
０

年
６

月
２

５
日

（
月

）
～

６
月

２
６

日
（

火
）

の
う

ち
指

定
す

る
１

日
 

（
身

体
検

査
（

２
回

目
）

）
 

山
梨

病
院

（
甲

府
市

朝
日

三
丁

目
１

１
－

１
６

）

 

平
成

３
０

年
７

月
９

日
（

月
）
～

７
月

１
０

日
（

火
）
の

う
ち

指
定

す
る

１
日

 

（
個

別
面

接
）

県
庁

防
災

新
館

 

（
甲

府
市

丸
の

内
一

丁
目

６
－

１
）

 
５

 
試

験
方

法
 

区
分

試
験

種
目

配
点

内
容

第１次試験

教
養
試
験

  

４
０

点
 

 

警
察

官
と

し
て

必
要

な
一

般
的

知
識

及
び

知
能

に
つ

い
て

、
大

学
で

履
修

し
た

程
度

の
筆

記
試

験
を

行
う

。
五

肢
選

択
式

に
よ

り
５

０
題

出
題

す
る

。
 

【
出

題
分

野
】

社
会

科
学

、
人

文
科

学
、

自
然

科
学

、
文

章
理

解
、

判
断

推
理

、

数
的

推
理

、
資

料
解

釈
 

 
【
試
験

時
間
】

１
５
０

分

資
格
加
点

武
道

５
点

警
察

官
の

職
務

遂
行

に
有

用
な

資
格

等
の

所
有

者
に

対
し

、
加

点
を

行
う

 

（
別

掲
１

）
。

英
語

５
点

第２次試験

身
体

検
査

 

（
1
回

目
）

―
職

務
遂
行

上
必
要

な
身
体

的
条
件

を
満
た

す
か
否

か
に
つ

い
て
、
検

査
を
行

う
 

（
検
査
項

目
別
掲

２
）
。

体
力

試
験

    

２
０

点
 

   

職
務

遂
行

上
必

要
な

体
力

に
つ

い
て

、
実

地
試

験
を

行
う

。

○
文

部
科

学
省

ス
ポ

ー
ツ

・
青

少
年

局
が

定
め

る
新

体
力

テ
ス

ト
実

施
要

 

項
に

基
づ

き
実

施
す

る
。

【
試

験
項

目
】

握
力

、
上

体
起

こ
し

、
長

座
体

前
屈

、
反

復
横

と
び

、
 

2
0
m
シ

ャ
ト

ル
ラ

ン
（

往
復

持
久

走
）

、
立

ち
幅

と
び

 

○
公

益
財

団
法

人
日

本
体

育
協

会
が

定
め

る
運

動
適

性
テ

ス
ト

実
施

要
項

 

に
基

づ
き

、
一

定
の

基
準

を
満

た
す

か
否

か
に

つ
い

て
、

実
施

す
る

。

【
試

験
項

目
】

腕
立

伏
臥

腕
屈

伸

人
物

試
験

２
０
点

社
会

性
、

積
極

性
、

表
現

力
等

に
つ

い
て

、
集

団
面

接
を

行
う

。
 

第３次試験

第
１

次
試

験
日

に
実

施

論
文
試
験

２
０
点

文
章
に
よ

る
表
現

力
、
構

成
力
、

課
題
に

対
す
る

理
解
力

等
に
つ

い
て
、

記
 

述
式
に
よ

る
試
験

を
行
う

。
 

【
試
験
時

間
】
９

０
分

第
２

次
試

験
日

に
実

施

人
物
試
験

―
警

察
官

と
し

て
職

務
遂

行
に

必
要

な
素

質
及

び
適

性
を

有
す

る
か

否
か

に
 

つ
い

て
、

適
性

検
査

を
行

う
。

人
物
試
験

５
０
点

社
会

性
、

積
極

性
、

表
現

力
等

に
つ

い
て

、
個

別
面

接
を

行
う

。
 

身
体
検
査
 

（
2回

目
）

―

胸
部

疾
患

、
そ

の
他

の
疾

病
の

有
無

及
び

職
務

遂
行

上
必

要
な

身
体

的
条

件
を

満
た

す
か

否
か

に
つ

い
て

、
医

師
に

よ
る

検
査

を
行

う
（

検
査

項
目

別

掲
２

）
。

 

資
格
調
査

―
受

験
資

格
の

有
無

、
申

込
書

記
載

事
項

の
真

否
に

つ
い

て
、
調

査
を

行
う

。
 

 
 
（

１
）
 
 
論

文
試

験
は

、
第

１
次

試
験

日
に

実
施

す
る

が
、
第

３
次

試
験

と
し

て
評

価
す

る
た

め
、
第

２
次

試
験

合

格
者

の
み

採
点

す
る

。
 

 
 

 
 

 
 

な
お

、
第

１
次

試
験

日
に

論
文

試
験

を
受

験
し

な
か

っ
た

場
合

、
試

験
を

放
棄

し
た

も
の

と
み

な
し

、
第

１
次

試
験

は
不

合
格

と
す

る
。

 
 

（
２

）
 

人
物

試
験

（
適

性
検

査
）

は
、

第
２

次
試

験
日

に
実

施
す

る
が

、
第

３
次

試
験

と
し

て
評

価
す

る
た

め
、

第
２

次
試

験
合

格
者

の
み

判
定

す
る

。
 

（
３

）
 

資
格

・
技

能
（

第
１

次
試

験
で

加
点

対
象

と
さ

れ
た

武
道

・
英

語
の

資
格

等
（

別
掲

１
）

は
除

く
。

）
、

ス
ポ

ー
ツ

大
会

出
場

歴
に

つ
い

て
は

、
第

３
次

試
験

の
人

物
試

験
（

個
別

面
接

）
の

際
に

加
点

要
素

と
す

る
。

 

（
４

）
 

第
１

次
試

験
合

格
者

は
、

教
養

試
験

及
び

資
格

加
点

の
合

計
得

点
の

高
い

順
、

第
２

次
試

験
合

格
者

は
、

第
１

次
試

験
及

び
第

２
次

試
験

の
合

計
得

点
の

高
い

順
、
最

終
合

格
者

は
、
第

１
次

試
験

、
第

２
次

試
験

及



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
七
百
七
十
一
号　
　

平
成
三
十
年
三
月
一
日

六
七

び
第

３
次

試
験

の
合

計
得

点
の

高
い

順
に

そ
れ

ぞ
れ

決
定

す
る

。
た

だ
し

、
次

の
表

に
掲

げ
る

基
準

に
該

当

す
る

場
合

は
、

合
計

得
点

が
高

く
て

も
不

合
格

と
な

る
こ

と
が

あ
る

。
 

区
分

試
験

種
目

基
準

第
１

次

試
験

教
養

試
験

・
得

点
が

配
点

の
３

割
未

満
の

場
合

 

第
２

次

試
験

体
力

試
験
（

腕

立
伏

臥
腕

屈

伸
を

除
く

。
）

①
得

点
が

配
点

の
５

割
未

満
の

場
合

②
次

の
表

に
掲

げ
る

試
験

項
目

ご
と

の
基

準
を

い
ず

れ
か

一
つ

で
も

満
た

さ
な

い

場
合

試
験

種
目

基
 

 
準

男
性

女
性

握
力

 
3
7
k
g
以

上
 

2
1
k
g
以

上
 

上
体

起
こ

し
（

3
0
秒

間
）

 
1
2
回

以
上

 
5
回

以
上

 

長
座

体
前

屈
 

2
7
c
m
以

上
 

3
1
c
m
以

上
 

反
復

横
と

び
（

2
0
秒

間
）

 
3
1
回

以
上

 
2
7
回

以
上

 

2
0
ｍ

シ
ャ

ト
ル

ラ
ン

 

（
往

復
持

久
走

）
 

1
8
回

以
上

 
1
0
回

以
上

 

立
ち

幅
と

び
 

1
6
2
c
m
以

上
 

1
1
3
c
m
以

上
 

体
力

試
験
（

腕

立
伏

臥
腕

屈

伸
）

次
の

基
準

を
満

た
さ

な
い

場
合

試
験

種
目

基
 

 
準

男
性

女
性

腕
立

伏
臥

腕
屈

伸
 

1
0
回

以
上

 
4
回

以
上

 

な
お

、
他

の
試

験
種

目
に

も
そ

れ
ぞ

れ
一

定
の

基
準

が
あ

り
、
一

つ
で

も
基

準
に

該
当

す
る

場
合

は
、
合

計
得

点
が

高
く

て
も

不
合

格
と

な
る

こ
と

が
あ

る
。

 

 
 
（

５
）
 

最
終

合
格

者
を

決
定

す
る

際
、
最

終
合

格
ラ

イ
ン

に
得

点
が

同
点

の
者

が
い

た
場

合
に

は
、
次

の
順

序
に

従
っ

て
最

終
合

格
者

を
決

定
す

る
。

 

ア
 

第
３

次
試

験
・

人
物

試
験

（
個

別
面

接
）

の
得

点
の

上
位

者
 

イ
 

第
２

次
試

験
・

人
物

試
験

（
集

団
面

接
）

の
得

点
の

上
位

者
 

ウ
 

第
１

次
試

験
の

合
計

得
点

の
上

位
者

 

 
６

 
合

格
者

の
発

表

 
 

 
(
１

)
 
合

格
発

表
日

 
 

 
 

 
第

１
次

試
験

合
格

者
発

表
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
平

成
３

０
年

５
月

１
８

日
（

金
）

 
 

 
 

 
第

２
次

試
験

合
格

者
発

表
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
平

成
３

０
年

６
月

 
８

日
（

金
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
最

終
合

格
者

発
表

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
平

成
３

０
年

７
月

２
０

日
（

金
）

 

 
 
 
 
（

２
）

合
格

発
表

の
方

法
等

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

各
試

験
の

合
格

発
表

は
、
県

庁
の

掲
示

板
に

受
験

番
号

を
掲

示
す

る
と

と
も

に
合

格
者

に
書

面
で

通
知

す

る
。

ま
た

、
合

格
者

の
受

験
番

号
は

、
山

梨
県

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

に
も

掲
載

す
る

。
 

７
 
給
与

採
用

試
験

に
合

格
し

採
用

さ
れ

る
者

の
初

任
給

（
地

域
手

当
を

含
む

。
）

は
、

大
学

卒
の

場
合

約
２

１
９

，
９

 

０
０

円
（

平
成

３
０

年
４

月
１

日
現

在
）

で
あ

る
。

 

初
任

給
は

、
学

歴
そ

の
他

採
用

前
の

経
歴

に
よ

り
一

定
の

基
準

で
加

算
さ

れ
る

。
 

な
お

、
採

用
前

に
給

与
改

定
等

が
あ

っ
た

場
合

は
、

そ
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

 

こ
の

ほ
か

、
通

勤
手

当
、

住
居

手
当

、
扶

養
手

当
、

期
末

・
勤

勉
手

当
等

が
支

給
要

件
に

応
じ

て
支

給
さ

れ
る

。
 

８
 

そ
の

他

 
 

 
（

１
）
 

受
験

資
格

の
う

ち
、
指

定
日

ま
で

に
学

歴
要

件
を

満
た

す
こ

と
が

で
き

な
い

者
は

、
採

用
候

補
者

名
簿

 

 
 

 
 

 
 

か
ら

削
除

す
る

。
 

（
２

）
 

教
養

試
験

の
例

題
及

び
正

答
番

号
並

び
に

論
文

試
験

の
課

題
の

出
題

例
は

、
山

梨
県

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

に

掲
載

す
る

と
と

も
に

、
山

梨
県

県
民

情
報

セ
ン

タ
ー

で
閲

覧
等

の
用

に
供

す
る

も
の

と
す

る
。

 

（
３

）
 

詳
細

は
、

「
平

成
３

０
年

度
山

梨
県

警
察

官
Ａ

採
用

試
験

（
第

１
回

）
案

内
」

に
よ

る
。

 

別
掲

１
 

 
資

格
加

点

 
 
 
 
（

１
）

加
点

の
対

象
と

な
る

資
格

等
 

職
種

区
分

加
点
対
象

資
格
等

警
察

官
Ａ

（
男

性
）

警
察

官
Ａ

（
女

性
）

武
道

①
柔

道
 

２
段

以
上

（
公

益
財

団
法

人
講

道
館

認
定

）

②
剣

道
 

２
段

以
上

（
一

般
財

団
法

人
全

日
本

剣
道

連
盟

認
定

）

英
語

①
実

用
英

語
技

能
検

定
 

 
 

 
 

 
 
 
２

級
以

上

②
Ｔ

Ｏ
Ｅ

Ｉ
Ｃ

（
公

開
テ

ス
ト

に
限

る
）

４
７

０
点

以
上

③
Ｔ

Ｏ
Ｅ

Ｆ
Ｌ

 
Ｐ

Ｂ
Ｔ

 
 

 
 

 
 

４
６

０
点

以
上

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｃ

Ｂ
Ｔ

 
 

 
 

 
 

１
４

０
点

以
上

 
 

 
 

 
 

 
ｉ

Ｂ
Ｔ

 
 

 
 

 
 

 
４

８
点

以
上

④
国

際
連

合
公

用
語

英
語

検
定

 
 
 

 
 

Ｃ
級

以
上

 
  
 
（

２
）

加
点

の
方

法

 
 

 
 

 
武

道
及

び
英

語
の

そ
れ

ぞ
れ

の
区

分
に

お
い

て
、

加
点

対
象

資
格

等
を

有
し

て
い

る
受

験
者

の
該

当
資

格

 
 

 
 

等
に

つ
い

て
、

そ
れ

を
証

明
す

る
書

類
（

原
本

及
び

写
し

）
に

よ
り

確
認

の
う

え
、

第
１

次
試

験
得

点
に

一
 

律
に

加
点

す
る

。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

な
お

、
加

点
対

象
資

格
等

は
、
申

込
書

提
出

時
ま

で
に

取
得

済
み

の
も

の
に

限
り

、
第

１
次

試
験

日
に

当
該

 

資
格

等
に

つ
い

て
、

原
本

に
よ

る
確

認
及

び
原

本
の

写
し

を
提

出
で

き
な

い
場

合
は

加
点

し
な

い
。

 

 
 
 
 
 

 

（
３

）
資

格
等

の
確

認
書

類
 

区
分

加
点

対
象

資
格

等
確

認
書

類
（

原
本

及
び

原
本

の
写

し
）

武
道

柔
道

公
益

財
団

法
人

講
道

館
が

発
行

す
る

柔
道

段
位

証
書

等

剣
道

一
般

財
団

法
人

全
日

本
剣

道
連

盟
が

発
行

す
る

剣
道

段
位

証
書

等

英
語

実
用

英
語

技
能

検
定

合
格

証
明

書
、

P
R
O
O
F
 O

F
 E

I
K
E
N
 C

E
R
T
I
F
I
C
A
T
I
O
N
 又

は
 
C
e
r
t
i
f
i
c
a
t
e

Ｔ
Ｏ

Ｅ
Ｉ

Ｃ
O
f
f
i
c
i
a
l
 
S
c
o
r
e
 
C
e
r
t
i
f
i
c
a
t
e
 
又

は
 
O
f
f
i
c
i
a
l
 
S
c
o
r
e
 
R
e
p
o
r
t
 

（
団

体
特

別
受

験
制

度
（

I
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
a
l
 P
r
o
g
r
a
m
）
の

ス
コ

ア
は

対
象

外
）

Ｔ
Ｏ

Ｅ
Ｆ

Ｌ
E
x
a
m
i
n
e
e
 
S
c
o
r
e
 
R
e
p
o
r
t
 
又

は
 
T
e
s
t
 
T
a
k
e
r
 
S
c
o
r
e
 
R
e
p
o
r
t
 

国
際

連
合

公
用

語
英

語
検

定
国

際
連

合
公

用
語

英
語

検
定

認
定

証
、

合
格

証
明

書
又

は
合

格
証

          



発
行
者　
　

山

梨

県　
　

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号　
　
　
　
　

印
刷
所　

㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷　

甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
七
百
七
十
一
号　
　

平
成
三
十
年
三
月
一
日

六
八

 別
掲

２
 

身
体

検
査

項
目

及
び

合
格

基
準

 

検
査

項
目

合
格

基
準

 

警
察

官
Ａ

（
男

性
）

警
察

官
Ａ

（
女

性
）

身体検査

（１回目）

身
長

体
重

胸
囲

関
節

及
び

五
指

の
運

動

１
６

０
㎝

以
上

で
あ

る
こ

と
。

４
７

㎏
以

上
で

あ
る

こ
と

。

７
８

㎝
以

上
で

あ
る

こ
と

。

職
務

遂
行

上
支

障
が

な
い

こ
と

。

１
５

０
㎝

以
上

で
あ

る
こ

と
。

 

４
３

㎏
以

上
で

あ
る

こ
と

。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

職
務

遂
行

上
支

障
が

な
い

こ
と

。

身体検査

（２回目）

視
力

両
眼

と
も

裸
眼

視
力

が
０

．
６

以
上

又
は

両
眼

と
も

矯
正

視
力

が
１

．
０

以
上

で
あ

る
こ

と
。

色
覚

職
務

遂
行

上
支

障
が

な
い

こ
と

。

聴
力

正
常

で
あ

る
こ

と
。

そ
の

他
職

務
遂

行
に

支
障

の
な

い
身

体
的

状
態

で
あ

る
こ

と
。

　
　
　
　
　
　

公
安
委
員
会

山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号

　

山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長　
　

赤　
　

岡　
　

利　
　

行　
　

　
　
　

山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
八
条
第
一
号
ア
（エ）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

（エ）	　

タ
ン
デ
ム
自
転
車
（
二
人
乗
り
用
と
し
て
の
構
造
を
有
し
、
か
つ
、
ペ
ダ
ル
装
置
が
縦
列

に
設
け
ら
れ
た
自
転
車
を
い
う
。）
に
運
転
者
以
外
の
者
一
人
を
乗
車
さ
せ
て
運
転
す
る
場

合

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号

　

山
梨
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長　
　

赤　
　

岡　
　

利　
　

行　
　

　
　
　

山
梨
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

山
梨
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
三
富
士
吉
田
警
察
署
の
部
河
口
湖
交
番
の
項
中
「
南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
船
津
六
七
一
三

の
一
五
二
」
を
「
南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
船
津
三
六
三
二
番
地
二
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


